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《第２章》総論：対象者の背景を理解しましょう 

1．言語 

1-1．一番よく使う言語を確認しましょう 1)-3) 

対象者にどの言語を使えば最もよく理解してもらえるかを、まず確認しましょう。世界には

7,151 の言語が存在するとされ、話す人数が多い 10 言語は、順に、英語、中国語、ヒンドゥー

後、スペイン語、フランス語、アラビア語、ベンガル語、ロシア語、ポルトガル語、ウルドゥー語

となっています。世界人口は 2022 年に 80 億人を超えましたが、その中で英語を第一言語とす

る人口は 3.7 億人にすぎません。また、新型コロナウイルス感染症流行以前の 2019 年の、訪日

外国人 138 万人中の国籍上位 10 位は、中国、韓国、台湾、香港、アメリカ、タイ、オーストラ

リア、フィリピン、マレーシア、ベトナムでした。対象者が外国籍でも、意外に英語は通じなかっ

たという経験をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。医療翻訳者や多言語資料、多言語相談

窓口などを可能な範囲で活用しながら、対応をしていきましょう。 

 

1-2．日本語の理解度を確認しましょう 4)-6) 

初めから日本語が通じないと決めつけず、対象者の日本語の理解度も確認しましょう。2018 年

には、世界の 134 国と 8 地域において 385 万人が日本語を学習しており、学習者数の多い国上

位５位は、中国、インドネシア、韓国、オーストラリア、タイでした。日本に長期滞在している外

国人はむしろ日本語での説明を希望するかもしれません。 

ただし、日常会話に出てこない行政の専門用語は、日本人でも理解しづらいものです。在日期間、

職場での日本語利用、日本語学校への通学歴などにより、対象者の日本語の理解力は様々ですが、

できるだけ専門用語を避け、第 1 章で述べた”やさしい日本語”を使うことを心がけることが重

要です。ローマ字よりもひらがなのほうが伝わる場合もあるので注意しましょう。また、対象者が

日本語で「はい」とか「わかりました」と答えていても、よく分からずに相槌を打っている場合も

あるため、理解の内容を適宜確認しながら、繰り返し説明するように心がけましょう。 

 

2．宗教・文化・国民性 

2-1．信仰している宗教があるか確認しましょう 7)-10) 

信仰している宗教を尋ねることは重要ですが、いきなり尋ねるのは難しいかもしれません。対象

者との関係性が少しできてきたころに聞くとよいでしょう。 

世界にはさまざまな宗教があります。世界三大宗教といわれるのは、キリスト教（世界人口の

31%）、イスラム教（同 23%）、ヒンズー教（同 15%）です。イスラム教は中東で信仰されてい

るイメージが強いかもしれませんが、中東以外のアジアにも広く信者（ムスリム）がいます。ムス

リム人口が 1 億人を超える国は、インドネシア、パキスタン、インド、バングラデシュでいずれも

中東以外のアジアの国々ですし、東南アジアではマレーシアとブルネイがイスラム教を国教として

います。 

 

2-2．宗教上の特有の習慣やタブーに気を付けましょう 11)-13) 

それぞれの宗教でタブーとされていることがあります。こちらが気づかずに対象者が不快に感じ

ることをしないように、心を配りましょう。 

 
 

例えば、ヒンズー教やイスラム教では、左手は生来不浄の手とされ、どれほどきれいに洗っても

不浄性は消えません。物を差し出すときには右手を使いましょう。また、人間の頭は、宗教によっ

ては神や仏が宿る、国によっては精霊が宿ると考えられているため、ベトナム、タイ、インド、ネ

パール等々の国の人に対しては、子どもの頭を撫でるなどの行為は避けましょう。イスラム教では、

女性は身内以外の男性に肌を見せないように、顔と手足の先以外を覆った服装を着用しています。

現地では原則は女性の患者には女性の医療従事者が対応するため、日本の保健所の検査でも可能で

あれば女性スタッフを手配できるとよいでしょう。無理な場合には本人にその旨を伝えて相談しま

しょう。夫または保護者に許可を取らねばならない場合もあります。その他、いろいろ分からない

時には、対象者に尋ねてください。 

 

2-3．宗教によって食事上の制限があります 6)9)11)12)14)-17) 

対象者が入院になった場合など、宗教によって食事上の制限がある可能性を心に留めておきまし

ょう。表 8 にそれぞれの宗教における制限を示しますが、宗教の戒律は地域や個人によって様々で

あるため、初めから決めつけず尋ねてみることも必要です。 

 

表 8．宗教と食事上の制限の例 

宗教 食事上の制限 

キリスト教 一般的に食べ物についての禁止事項はないが、一部の宗派でコーヒーやコーラ

などの嗜好品が禁じられたり、禁酒が求められたりする。 

ヒンズー教 多くは菜食主義。牛は神聖な動物であるので牛肉は食べない。 

シーク教 牛肉は食べない。 

ユダヤ教 豚肉は食べず、鱗のない魚も食べない。 

イスラム教 豚肉は不浄のものとみなすので食べない。禁酒が求められる。 

※日本では、市販のマーガリンで牛や豚の油脂を含むことがある、ジャムのゼ

ラチン質が動物性タンパク質を原料としている、などの理由でそれらの食品も

禁じられる場合がある。 

 

また、毎年イスラム暦 9 月のラマダーン月の、日の出の 1 時間半ほど前から日没までは、一切

の飲食を断ちます。ただし、高齢者、重病人、乳幼児、妊婦、旅行中の人などは免除され、後日や

り直すか貧しい人にお布施をして償うことができます。このような制限にすべて対応することは難

しいですが、最終的な判断は本人が行うことですので、まずは対象者とよく話し合いましょう。 

 

2-4．お祈りの時間は可能な範囲で尊重しましょう 18) 

イスラム教では、聖地メッカの方角へ向かって 1 日 5 回、10 分前後の礼拝をささげます。おお

よその時間帯は、1 回目は早朝夜明け前、2 回目は正午過ぎ、3 回目は影が自分の身長と同じにな

ってから日没まで、4 回目は日没後、5 回目は夜の就寝前です。礼拝の前には顔と両手両足を洗い

ます。健診や相談などで保健所への訪問時間にお祈りの時間が重なる場合は、可能であれば施設の

片隅に場所を提供してあげ、真北と真東の方角を教えてあげるとよいでしょう。対象者が大切にし

ていることをできる限り尊重する姿勢が伝われば、よりよい関係性を築くきっかけとなります。 
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2-5．女性が物事を決められない事情を理解しましょう 19)-25) 

対象者が女性で、様々な事柄をその女性が決められずになかなか手続きが進まないことがありま

す。これは言葉や理解力という問題のみではなく、自国における女性の社会的地位が影響している

場合があります。欧米では男女平等の概念がある程度浸透していますが、アジア・アフリカの一部

の地域では、女性の社会的地位は欧米に比べて高くない場合があります。教育面では、アジア・ア

フリカ地域では、小学校に通う割合（初等教育総就学率）で女児が男児よりも 10％以上低い国も

あります。伝統的イスラム社会においては、女性の就学就労の機会が少ないこと、一夫多妻制度、

男性は外で女性は内という分業の概念、等が指摘されています。日本を含む東アジアなどでも、家

父長制の名残により女性は家長の男性の支配下に置かれ、決定権を持たない傾向があると説明され

る場合もあります。 

このような場面でその女性自身の意見を聞き出すために、可能であれば母語の、理想的には同性

の通訳者を手配し、同行している男性には少し席を外してもらって話を聞いていく、などの工夫が

考えられます。結論を急がず、可能な範囲で本人のペースを尊重して手続きを進めることを心掛け

ましょう。 

 

2-6．それぞれの国におおまかな国民性・地域性があります 6)11)26)27) 

それぞれの国の人々には、その国の歴史や文化を反映して共有されるおおまかな性格的傾向があ

り、それらは個々の国民性・地域性として認識されています。時間の感覚に関していえば、日本人

は時間厳守を美徳と考えることが多いですが、中東や、南米、アフリカの人々は必ずしもそうでは

ない場合があります。対象者が時間の約束にルーズな場合でも、深刻にとらえ過ぎないことも大切

です。他にも、個人主義の発達した欧米諸国の人々は、自分の意見をしっかり持つ傾向がある、儒

教思想の浸透した東アジアの国々の人々は、年配者を重んじ、血縁や社会的な面子を重んじる傾向

があるなど様々です。 

一方で、このような国民性・地域性はおおまかな判断基準とはなりますが、例えば日本人でも時

間に正確ではない人がいるように、必ずしも当てはまらない場合が多いのも事実です。同じ国でも

都会と地方の差や階層の違いなどによる個人差が大きい場合もあるので、これらの情報を参考にし

つつも、あまり先入観にはとらわれず、個々の違いを受け入れながら対応することが大切です。 

 

2-7．日本でカルチャーショックを受けている可能性があります 28)29) 

慣れない日本での生活の中で、対象者がカルチャーショックからくるストレスを感じているかも

しれません。靴を脱ぐ生活、ごみの分別、ホテルや電車などで騒がないといった生活上の取り決め

から、約束の時間の正確さなど、日本で当然とされているルールに違和感や戸惑いをいだく人もい

るかもしれません。また、外国人に理解されにくい文化的側面のひとつとして日本人の宗教心があ

ります。日本には正月や盆、お墓参りなどの慣習があり、国内にも数多くの宗教団体などが存在す

る一方で、多くの日本人は特定の宗教に対する明確な信仰心を持っていません。このことは、信仰

が根付いた国から来た方には大きな戸惑いを与えるかもしれませんが、個人の信仰自体には何の制

限もないことを分かってもらいましょう。 

時に、日本人とのコミュニケーションについて、単に言語の問題ではない難しさを外国人が感じ

る場合があります。一般的に日本は和を重んじる文化で、面と向かって自分の意見をはっきり言わ

ない傾向があるため、あいまいな表現を用いると行き違いが生じてしまう場合もあります。トラブ

 
 

ルとなることを防ぐために、お互いに丁寧なコミュニケーションを心がけ、そのなかで、外国人に

日本の文化をゆっくり理解して受け入れてもらいましょう。 

 

3．保健・医療 

3-1．保健所の役割が国によって異なることがあります 

日本では、保健所は地域保健法に基づき広域的に保健対策や健康に関するサービスを提供する機

関であり、健康診断などを除く一般的な診療所（clinic）としての機能は備えていません。しかし、

特に発展途上国においては、保健所（public health center）といえば、診療所を兼ねている場合

も多いため、対象者がそのようなイメージを抱き、保健所で結核の検査や治療薬の処方がされると

勘違いする場合があります。また、保健師という職業についても、多くの国では看護師や助産師、

コミュニティヘルスワーカーなどが日本の保健師が担当するような業務を実施している場合もあ

ります。我が国の保健所や保健師の位置づけがどういうものであるのか、自己紹介の際に簡単に説

明するとよいでしょう。詳しくは各論の章をご覧ください。 

 

3-2．出産の文化や育児方法も国によって異なります 6)30)-35) 

日本では妊娠が確定したらすぐに妊婦健診に通いますが、妊婦健診はお腹が目立ってきてから、

あるいは胎動がわかってからでよいと考えている習慣の国もあるようです。また、中国では富裕層

は帝王切開術で出産する傾向があり、タイでは占いを基に出産日を決めて帝王切開術を受ける場合

もあるといいます。ブラジルや欧州の国々など、無痛分娩を望む人が多い国もあります。 

育児では、母乳をできるだけ長く与えることが国際的に推奨されていますが、中国では共働きの

家庭が多く女性の職場復帰が早いため、最初から粉ミルクを与えることも多いといわれます。離乳

食にも違いがあり、肉食文化のアルゼンチンでは、赤ちゃんにも肉汁に浸したパンを与えたり、韓

国では歯が生えるとすぐに唐辛子を洗い落としたキムチのかけらを与えたりする場合があります。

日本でだしの味を教える感覚に似ているのかもしれません。赤ちゃんの衣服も、日本では夏場は出

来るだけ薄着で靴下は履かせない親も多いですが、夏場でも、中国では赤ちゃんを布でぐるぐる巻

きにしたり、ザンビアでは毛糸の帽子と靴下を赤ちゃんに着せたりします。できるだけ異文化を理

解したうえで、日本のやり方を伝えていく姿勢が必要です。 

 

3-3．西洋医学が受け入れられない場合があります 6)36)37) 

外国人の中には、西洋医学をあまり信頼しない人もいます。国によってはその土地の伝統医療や

様々な代替医療があります。例えばインドネシアでは、風邪のときにルピア硬貨（日本の 500 円

玉ぐらいの大きさ）の縁で背中を上から下まで強く擦り付ける風習があり、背骨に沿ってミミズば

れの線が走ったようになりますが、患者は効果があると感じるようです。中国では中国医学が生活

に浸透していて西洋医学よりも信頼が厚い場合があり、発熱に対して自国の薬草を投与することも

あります。とはいえ、現在世界で主流のマラリア治療の薬も中国の薬草から開発されたという実例

もあり、否定することは出来ません。海外の保健医療習慣や文化に関する理解を深めつつ、西洋医

学の治療法も受け入れてもらえるよう、説明の仕方を工夫してみましょう。 

また、成人になるまで採血やレントゲン検査を受けたことがないなど、出身地域の保健医療の事

情によっては、検査に不慣れであったり拒否されたりする場合があります。そのような際には、そ

の検査の目的、必要性などを丁寧に説明し、対象者の理解を得ていく対応が必要です。 
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2-5．女性が物事を決められない事情を理解しましょう 19)-25) 

対象者が女性で、様々な事柄をその女性が決められずになかなか手続きが進まないことがありま

す。これは言葉や理解力という問題のみではなく、自国における女性の社会的地位が影響している

場合があります。欧米では男女平等の概念がある程度浸透していますが、アジア・アフリカの一部

の地域では、女性の社会的地位は欧米に比べて高くない場合があります。教育面では、アジア・ア

フリカ地域では、小学校に通う割合（初等教育総就学率）で女児が男児よりも 10％以上低い国も

あります。伝統的イスラム社会においては、女性の就学就労の機会が少ないこと、一夫多妻制度、

男性は外で女性は内という分業の概念、等が指摘されています。日本を含む東アジアなどでも、家

父長制の名残により女性は家長の男性の支配下に置かれ、決定権を持たない傾向があると説明され

る場合もあります。 

このような場面でその女性自身の意見を聞き出すために、可能であれば母語の、理想的には同性

の通訳者を手配し、同行している男性には少し席を外してもらって話を聞いていく、などの工夫が

考えられます。結論を急がず、可能な範囲で本人のペースを尊重して手続きを進めることを心掛け

ましょう。 

 

2-6．それぞれの国におおまかな国民性・地域性があります 6)11)26)27) 

それぞれの国の人々には、その国の歴史や文化を反映して共有されるおおまかな性格的傾向があ

り、それらは個々の国民性・地域性として認識されています。時間の感覚に関していえば、日本人

は時間厳守を美徳と考えることが多いですが、中東や、南米、アフリカの人々は必ずしもそうでは

ない場合があります。対象者が時間の約束にルーズな場合でも、深刻にとらえ過ぎないことも大切

です。他にも、個人主義の発達した欧米諸国の人々は、自分の意見をしっかり持つ傾向がある、儒

教思想の浸透した東アジアの国々の人々は、年配者を重んじ、血縁や社会的な面子を重んじる傾向

があるなど様々です。 

一方で、このような国民性・地域性はおおまかな判断基準とはなりますが、例えば日本人でも時

間に正確ではない人がいるように、必ずしも当てはまらない場合が多いのも事実です。同じ国でも

都会と地方の差や階層の違いなどによる個人差が大きい場合もあるので、これらの情報を参考にし

つつも、あまり先入観にはとらわれず、個々の違いを受け入れながら対応することが大切です。 

 

2-7．日本でカルチャーショックを受けている可能性があります 28)29) 

慣れない日本での生活の中で、対象者がカルチャーショックからくるストレスを感じているかも

しれません。靴を脱ぐ生活、ごみの分別、ホテルや電車などで騒がないといった生活上の取り決め

から、約束の時間の正確さなど、日本で当然とされているルールに違和感や戸惑いをいだく人もい

るかもしれません。また、外国人に理解されにくい文化的側面のひとつとして日本人の宗教心があ

ります。日本には正月や盆、お墓参りなどの慣習があり、国内にも数多くの宗教団体などが存在す

る一方で、多くの日本人は特定の宗教に対する明確な信仰心を持っていません。このことは、信仰

が根付いた国から来た方には大きな戸惑いを与えるかもしれませんが、個人の信仰自体には何の制

限もないことを分かってもらいましょう。 

時に、日本人とのコミュニケーションについて、単に言語の問題ではない難しさを外国人が感じ

る場合があります。一般的に日本は和を重んじる文化で、面と向かって自分の意見をはっきり言わ

ない傾向があるため、あいまいな表現を用いると行き違いが生じてしまう場合もあります。トラブ

 
 

ルとなることを防ぐために、お互いに丁寧なコミュニケーションを心がけ、そのなかで、外国人に

日本の文化をゆっくり理解して受け入れてもらいましょう。 

 

3．保健・医療 

3-1．保健所の役割が国によって異なることがあります 

日本では、保健所は地域保健法に基づき広域的に保健対策や健康に関するサービスを提供する機

関であり、健康診断などを除く一般的な診療所（clinic）としての機能は備えていません。しかし、
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あります。とはいえ、現在世界で主流のマラリア治療の薬も中国の薬草から開発されたという実例
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また、成人になるまで採血やレントゲン検査を受けたことがないなど、出身地域の保健医療の事

情によっては、検査に不慣れであったり拒否されたりする場合があります。そのような際には、そ

の検査の目的、必要性などを丁寧に説明し、対象者の理解を得ていく対応が必要です。 
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3-4．自国の状況に応じて感染症などの受け止め方が異なることがあります 

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、同じ疾患への対応が国によって異なることを感じられ

た方も多いと思います。日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下、

感染症予防法）に規定される一類から三類の感染症発生の場合には、就労制限などを出す権限が都

道府県知事にありますが、五類感染症の場合は説明が難しい場合があります。例えば麻しんは、日

本では 2015 年に WHO に排除状態であると認定された後は、輸入例を契機としての国内感染が

主ですが、東南アジアなどでは依然国内蔓延状態にあります。来日後に発症した外国人に、感染拡

大防止のために外出を控える協力を依頼する場合、対象者としては、自分は長年計画をしてようや

く訪れたのに、なぜ麻しんくらいで外出を控えないといけないのか、と理解してもらえないことも

あります。そのような場合、日本における流行状況と対応について丁寧に説明し、出来る限り協力

を仰げるよう、粘り強い対応が求められます。二類感染症である結核も、高蔓延国では排菌をして

いる肺結核でも外来で治療する国のほうが多いです。日本は 2021 年のデータで結核低蔓延国と

なり、今後ますます排菌している患者への対応が重要となります。公衆衛生的視点から入院治療が

必要であることを理解してもらう必要があります。 

また、これは疾患全般に関しても言えることですが、疾患への理解に対象者の教育背景が関係し

ている場合があります。例えば、外国人の中には一般的な季節性インフルエンザといった疾患に対

しても、あまり知識のない人もいて、説明に時間がかかる場合があります。 

 

4．支払能力 

4-1．医療保険の有無・種類・期限を確認しましょう 6)37)-39) 

対象者が医療費を払えなくなる理由の一つとして健康保険の未加入があります。2012 年の入管

法改正に伴い健康保険の未加入は減りました。 

対象者が健康保険（社会保険）、国民健康保険などの公的保険に加入していない場合、健康保険に

加入資格のある在留資格かどうかをまず確認し、本来保険に加入できる在留資格を持つ外国人労働

者について雇用主が保険加入を怠っている場合には、雇用主に保険加入の働きかけを行う必要性が

あります。健康保険の対象にならない監理団体や研修期間中の保険、民間医療保険など個人加入の

保険と期限を確認しましょう。例えば、結核治療のため就業困難となった場合、勤務先の健康保険

に加入している場合は傷病手当金が受給できます。それらがなければ保険外診療となり、公費負担

以外の支払いが高額で支払えない、といった事態も起こりえます。また、自立支援医療（更生医療、

精神通院医療、育成医療）の活用も検討しましょう（ヒント 6 参照）。 

実際の支払い方法について、現金なのかクレジットカードなのか、または保険に加入していても

一旦は現金で立替えるのか、なども対象者は気がかりです。詳しい手続きは、日本側の関係者とも

連絡を密にとり、対象者が不利益を被らないようプライバシーにも配慮しながら確認しましょう。 

 

4-2．医療費の公費負担範囲を改めて確認しておきましょう 

外国人対象者が医療費を支払えなくなる、といった事態や、本人が予想していなかった高額の請

求に対する不満など、医療費の支払いに対する誤解を避けるためには、公的医療保険制度とその負

担について丁寧に説明するとともに、場合によっては公費で支援が受けられることを情報提供する

ことが重要です。在留資格に関わらず適用される公費負担には、感染症予防法による一類・二類感

染症および新感染症や新型インフルエンザ等感染症（新型コロナウイルス感染症を含む）への対応、

 
 

精神保健法による治療費、小児の予防接種などがあります。どこまでが公費の負担範囲なのか、改

めて情報を整理しておくとよいでしょう。 

 

5．支援環境 

5-1．家族がいる場合はどこにいるかを確認しましょう 40) 

家族のいる外国人就労者の場合、家族が母国にいる場合も多いですが、就労後何年かして家族を

呼び寄せている場合もあります。また、血のつながりはなくとも、同郷の友人同士で家族のように

共同生活を送っているなど、関係者が多数存在する場合があります。対象者を支援する中で、日本

におけるキーパーソンは誰であるかを確認しましょう。例えば活動性結核で就労制限がかかるよう

な場合、周囲からの経済的支援を受けられるかどうか、6 か月以上続く結核治療において、家族の

理解を得られるかどうか、などは重要なポイントです。 

 

5-2．家族以外の周囲からの協力がどの程度得られるかを確認しましょう 40) 

これは日本人対象者であっても同じ話です。例えば結核の患者さんの場合、接触者健診を実施す

る場合にはある程度所属する職場や学校からの理解が必要になりますし、長く続く治療の支援も得

られれば理想的です。キーパーソンとして頼られていた日本人が支援を打ち切った場合に同国人の

ボランティアが医療通訳だけではなく精神サポート役も担っていた事例もあります。特定の国の出

身者が集まっているような地域もあるので、地域の特徴も考慮したうえで、地元にある外国人支援

に関連する NGO や NPO、同郷の人々が集まる在日同国人コミュニティ、宗教団体など、どのよ

うな団体につながりがあるのか、出来るだけ対象者から聞き取っていくことが大切です。 

 

6．在留資格 

6-1．「ビザ」と「在留資格」は本来の意味は異なります 20)41) 

ビザとは正確には「査証」を指し、在留資格とは異なります。ビザは、外国人が日本に入国する

ために必要なもので、現地の日本大使館で発行され、短期滞在、就労・長期滞在、医療滞在、外交・

公用に分けられます。短期滞在に関しては、日本が査証相互免除措置を締結している 68 か国から

の入国には免除されています。一方、在留資格は外国人が日本に滞在するために必要なもので、入

国審査の結果、滞在目的に合わせて付与されます（表 9）。 

ただし、我々が日常会話の中で在留資格のことを

ビザと呼ぶことがあります。就労を目的とする外

国人に発給される就業査証がワーキング・ビザと

呼ばれることから、入国に際し決定される就労を

内容とする在留資格のこともワーキング・ビザ、ま

たは就労ビザと呼んだり、本来は入国後に査証の

有効期間を延長する制度はないのですが、在留期

間の終了や更新のことを「ビザが切れた」「ビザの

延長」と、または在留資格の変更を「ビザの変更」

と呼ぶこともあります。本稿では、第 3 章以降の

表に示す患者への説明例のなかでは、読者により

分かりやすいように、在留資格をビザと記載しています。 

表 9. 一般的な入国までの手順 
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6-2．様々な在留資格があります 42)-45) 

日本国内の在留外国人数は増加し続け、2019 年には 293 万人に達しましたが、新型コロナウ

イルス感染症の流行に伴う入国制限の影響を受け、2021 年には 276 万人に減少しました。それ

でも、2011 年の 208 万人と比較すると、過去 10 年間で 68 万人の増加を認めています。国籍、

地域別では、2021 年は中国（26.0%）、ベトナム（15.7%）、韓国（14.8%）、フィリピン（10.0％）、

ブラジル（7.4%）の順でした（図 1）。中でも近年、ベトナム国籍の割合が著明に増加しており

2020 年には韓国を抜いて 2 位となりました。その 1/3 は技能実習生です。一方在留資格別では、

永住者（30.%）、特別永住者（10.7%）、技術・人文知識・国際業務（10.0%）留学（7.5%）、技

能実習 2 号ロ（7.3%）の順となっています（図 2）。 

 

 

図 1.  在留外国人数の推移（国籍・地域別、上位 10 か国） 

 

 

 

図 2.  在留外国人数の推移（在留資格別、上位 10 資格） 

出入国管理及び難民認定法（以下、入管法）が 2018 年 11 月に改正され、2019 年 4 月に

改正入管法として施行されました。在留資格は 2022 年 11 月現在 29 種類あり、就労の可否に

関して分類すると、四つに大別されます（表 10）。「特別永住者（在日コリアンなど）」を除き、

外国人が日本に滞在するためにはこれらいずれかの在留資格が必要です。 

（万⼈） 

（万⼈） 

 
 

表 10．在留資格一覧 

就労可否 在留資格 該当職業例、分野例など 在留期間 

就労可能 外交 外国政府の大使, 公使, 総領事, 代表団構

成員等及びその家族 

外交活動の期間 

公用 外国政府の大使館・領事館の職員, 国際

機関等から公の用務で派遣される者等及

びその家族 

5 年, 3 年, 1 年, 3 月, 

30 日, 15 日 

教授 大学教授等 5 年, 3 年, 1 年, 3 月 

芸術 作曲家, 画家, 著述家等 5 年, 3 年, 1 年, 3 月 

宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師 5 年, 3 年, 1 年, 3 月 

報道 外国の報道機関の記者, カメラマン等 5 年, 3 年, 1 年, 3 月 

高度専門職 活動内容を(イ)～(ハ)に分類し, 学歴・職

歴・年収など項目ごとのポイントの合計

が一定点数に達した場合に, 出入国管理

上の優遇措置を与える。 

1 号 

(イ)高度学術研究活動：本邦の公私の機

関との契約に基づいて行う研究, 研究の

指導又は教育をする活動 

(ロ)高度専門・技術活動：本邦の公私の機

関との契約に基づいて行う自然科学又は

人文科学の分野に属する知識又は技術を

要する業務に従事する活動 

(ハ)高度経営・管理活動：本邦の公私の機

関において貿易その他の事業の経営を行

い又は管理に従事する活動 

2 号 

１号の活動を行い, 在留が我が国の利益

に資するとして基準に適合するもの 

(イ)～(ハ)は 1 号に同じ 

(ニ)２号イからハまでのいずれかの活動

と併せて行うこの表の教授, 芸術, 宗教, 

報道, 法律・会計業務, 医療, 教育, 技

術・人文知識・国際業務, 介護, 興行, 技

能, 特定技能 2 号の項に掲げる活動 

1 号：5 年 

2 号：無期限 

経営・管理 企業等の経営者・管理者 5 年, 3 年, 1 年, ６月, 4

月, 3 月 

法律・会計業

務 

弁護士, 公認会計士等 5 年, 3 年, 1 年, 3 月 

医療 医師, 歯科医師, 看護師 5 年, 3 年, 1 年, 3 月 
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研究 政府関係機関や私企業等の研究者 5 年, 3 年, 1 年, 3 月 

教育 中学校・高等学校等の語学教師等 5 年, 3 年, 1 年, 3 月 

技術・人文知

識・国際業務 

機械工学等の技術者, 通訳, デザイナー, 

私企業の語学教師等 

5 年, 3 年, 1 年, 3 月 

企業内転勤 外国の事業所からの転勤者 5 年, 3 年, 1 年, 3 月 

介護 介護福祉士 5 年, 3 年, 1 年, 3 月 

興行 俳優, 歌手, ダンサー, プロスポーツ選手

等 

3 年, 1 年, 6 月, 3 月, 15

日 

技能 外国料理の調理師, スポーツ指導者, 航

空機の操縦者, 貴金属等の加工職人等 

5 年, 3 年, 1 年, 3 月 

技能実習 技能実習生 

１～３号までそれぞれ 

イ）企業単独型：海外に支社、支店、現

地法人などの関連企業がある場合 

ロ）団体管理型：商工会などの営利を目

的としない団体（管理団体）が技能実習

生を受け入れ、傘下の企業などの実習実

施機関で実習を実施する場合 

1 号：法務大臣が個々に指

定する期間（１年を超えな

い） 

2 号・3 号：それぞれ法務

大臣が個々に指定する期

間（2 年を超えない） 

※技能実習全体として最

長は 5 年となる 

特定技能 

（2022 年 8

月現在） 

１号受入れ 12 分野：介護分野, ビルク

リーニング分野, 素形材・産業機械・電

気電子情報関連製造業分野, 建設分野, 

造船・舶用工業分野, 自動車整備分野, 

航空分野, 宿泊分野, 農業分野, 漁業分野, 

飲食料品製造業分野, 外食業分野 

1 号：１年, ６か月, また

は４か月ごとの更新, 通算

で上限５年まで 

２号受入れ２分野：建設分野, 造船・舶

用工業分野 

2 号：３年,１年または６

か月ごとの更新、要件を

満たせば家族の帯同可。  

就労が認

められな

い 

文化活動 日本文化の研究者等 3 年, 1 年, 6 月, 3 月 

短期滞在 観光客, 会議参加者等 90 日, 30 日, 15 日以内

の日を単位とする期間 

留学 大学, 短期大学, 高等専門学校, 高等学校, 

中学校及び小学校等の学生・生徒 

法務大臣が個々に指定す

る期間（４年３月を超えな

い） 

研修 研修生 1 年, 6 月, 3 月 

家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者・子 法務大臣が個々に指定す

る期間（５年を超えな

い） 

就労に制

限がない 

永住者 法務大臣から永住の許可を受けた者（入

管特例法の「特別永住者」を除く。） 

無期限 

 
 

日本人の配偶

者等 

日本人の配偶者・子・特別養子 5 年, 3 年, 1 年, 6 月 

永住者の配偶

者等 

永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で

出生し引き続き在留している子 

5 年, 3 年, 1 年, 6 月 

定住者 第三国定住難民, 日系 3 世, 中国残留邦

人等 

5 年, 3 年, 1 年, 6 月, 法

務大臣が個々に指定する

期間（5 年を超えない） 

可否は内

容により

判断 

特定活動 

（2021 年

11 月改正） 

 

47 種類(11・13・14 号は欠番) 

1 号：外交官・領事官の家事使用人 

2 号：高度専門職・経営者等の家事使用人 

3 号：台湾日本関係協会の在日事務所職

員とその家族 

4 号：駐日パレスチナ総代表部の職員と

その家族 

5 号：ワーキングホリデー 

6 号：アマチュアスポーツ選手 

7 号：6 号の配偶者・子 

8 号：外国人弁護士 

9 号：インターンシップ 

10 号：イギリス人ボランティア 

12 号：短期インターンシップを行う外

国の大学生 

15 号：国際文化交流を行う外国の大学生 

16 号：EPA インドネシア人看護研修生 

（EPA に関しては表 11 参照） 

17 号：EPA インドネシア人介護研修生 

18 号：16 号の配偶者・子 

19 号：17 号の配偶者・子 

20 号：EPA フィリピン人看護研修生 

21・22 号：EPA フィリピン人介護研修生

（21 就労有, 22 就労無） 

23 号：20 号の配偶者・子 

24 号：21 号の配偶者・子 

25 号：医療・入院 

26 号：25 号の日常生活の世話をする者 

27 号：EPA ベトナム人看護研修生 

28・29 号：EPA ベトナム人介護研修生

（28 就労有, 29 就労無） 

30 号：27 号の配偶者・子 

31 号：28 号の配偶者・子 

5 年, 3 年, 1 年, 6 月, 3

月,法務大臣が個々に指定

する期間（5 年を超えな

い） 
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する期間（5 年を超えな

い） 
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32 号：外国人建設就労者 

33 号：高度専門職の配偶者の就労 

34 号：高度専門職とその配偶者の親 

35 号：造船労働者 

36 号：研究・教育者あるいは研究・教

育に関する経営者 

37 号：情報技術処理者 

38 号：36・37 号の配偶者・子 

39 号：36・37 号とその配偶者の親 

40 号：観光・保養 

41 号：40 号の配偶者 

42 号：製造業に従事する者 

43 号：日系四世 

44 号：外国人起業家 

45 号：44 号の配偶者・子 

46 号：4 年制大学又は大学院の卒業生

で N1 以上の日本語力を有する者 

47 号：46 号の配偶者・子 

48 号：東京オリンピック・パラリンピ

ックの関係者 

49 号：48 号の配偶者・子 

50 号：スキーインストラクター 

 

ほとんどの在留資格には定められた在留期間があり、引き続き在留する場合には更新する必要が

あります。許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受

ける活動を行う場合は、あらかじめ資格外活動の許可を受ける必要があります。例えば、「留学」の

在留資格であっても、許可を受ければアルバイトは可能です。なお、留学生の就労は 1 週間で 28

時間以内とされており、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にある時は、１日８時間ま

で就労することが可能ですが、労働基準法が適用されるため週４０時間が上限になります。 

今後の在留資格の動向など最新情報は、法務省出入国在留管理庁のウェブサイトで確認してく

ださい。 

 

  

 
 

6-3．在留資格と在留期間は「必要時に」在留カードを確認しましょう 

2012 年より外国人登録制度は廃止され、在

留資格のある外国人は、日本人と同じように住

民基本台帳制度が適用されるようになりまし

た。以前から在留する特別永住者には「特別永

住者証明書」が、中長期滞在者に「在留カード

（図 3）」が交付されており、在留カードには在

留資格と在留期限が記載されています。保健所

業務で必ず在留カードを確認するわけではない

ですが、健康保険未加入の人に対して、加入で

きる在留資格かどうか確認する場合があります。

また、在留資格の期限切れが治療などの中断となる場合もありますので、必要時には確認するよう

にしましょう。 

この在留管理制度により、外国人にも日本の行政サービスが届きやすくなった一方で、在留資格

のない非正規滞在の外国人への対応や支援が難しいことは、依然課題として残されています。 

 

  

図 3：在留カードの例（入国管理局 HP） 
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6-4．外国人技能実習生と留学生について知っておきましょう 6)41)44)46)47) 

技能実習制度および外国人研修制度は、1993 年に制度化されました。18 歳以上の外国人を

日本に受け入れ、産業上の技術・技能・知識などを習得させ、本国で活用してもらうことを本来

目指した人材育成制度で、技能実習計画に基づき、講習を受け、技能等に係る業務に従事しま

す。企業単独型とは、日本の企業等（実習実施者）が、海外の現地法人、合弁企業や取引先企業

の職員を受け入れて技能実習を実施する方式です。また団体監理型とは、事業協同組合や商工会

等の営利を目的としない団体（管理団体）が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等（実習実施

者）で技能実習を実施する方式です。公益財団法人国際研修協力機構（JITCO ジッコ）が総合的

な支援機関として長く実施に携わってきましたが、2017 年 11 月の外国人の技能実習の適正な

実施及び技能実習生の保護に関する法律（以下、技能実習法）の施行後は、認可法人外国人技能

実習機構（OTIT）が、実習計画の認定、実習実施者・監理団体への報告要求、実地検査、届出認

可などを担い、新制度下の技能実習生への支援も実施しています。 

在留資格「技能実習」は 1 年目から労働者として在留する外国人技能実習生に与えられ、

2021 年は約 27 万 6 千人に付与されました。多い国順に、ベトナム、中国、インドネシア、フ

ィリピン、ミャンマーです。一方在留資格「留学」は、2021 年は約 20 万 7 千人に付与され、

多い国順に、中国、ベトナム、ネパール、韓国、インドネシアでした。 

 

 

★具体的な日本語教育機関や技能実習管理団体のリストは、以下のサイトで確認できます。 

 

日本語教育機関：法務省ウェブサイト

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00217.html 

（2022 年 9 月 7 日現在、全国で 1,264 機関） 

https://www.moj.go.jp/isa/content/930006074.pdf 

技能実習監理団体：認可法人外国人技能実習機構（OTIT）ウェブサイト

https://www.otit.go.jp/search_kanri/ 

（2022 年 9 月 30 日現在、全国で 3,615 団体※） 

   ※許可管理団体（一般）1,871 団体 

   許可管理団体（特別）1,744 団体 

 

 

6-5，介護関連の在留資格は４つの区分があります 41)46)48)-51) 

2022 年 11 月現在、日本での介護職への外国人受け入れに関しては、表 11 に示すように、

経済連携協定（Economic Partnership Agreement, EPA）制度、在留資格「介護」、外国人技

能実習制度、在留資格「特定技能」の 4 つの区分があります。最新の情報は厚生労働省ウェブサ

イト（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html）でご確認ください。 

  

 
 

表 11. 介護関連の在留資格 

 EPA（経済連携協定）

制度 

在留資格 

「介護」 

外国人 

技能実習制度 

在留資格 

「特定技能」 

制度主旨 

介護福祉士の国家資格

所得を目的とした受け

入れ、二国間の経済連

携強化 

専門的・技術的

分野の外国人労

働者の受け入れ 

日本から相手国への技能

移転 

人材不足対応のため

の一定の専門性・技

能を有する外国人の

受入れ 

開始年 

2008 年インドネシア 

2009 年フィリピン 

2014 年ベトナム 

2017 年 
1993 年制度化, 

2017 年介護分野開始 
2019 年 

送り出し

国 

インドネシア, 

フィリピン, ベトナム 
制限なし 制限なし 制限なし 

在留資格 特定活動 介護 

１年目：技能実習１号 

2,３年目：技能実習２号

４,５年目：技能実習３号 

特定技能１号 

受入調整

機関等 

公益社団法人国際厚生

事業団（JICWELS） 

なし（介護事務

所の自主的な採

用活動） 

団体監理型：各監理団体、

企業単独型：各企業 

登録支援機関による

サポート 

就労期間 

4 年。介護福祉士国家試

験に合格すれば永続的

に滞在可 

5 年, 3 年, 1 年

又は 3 月（更新

可） 

5 年, 3 年, 1 年（技能実

習全体として最長は 5

年） 

5 年 

求められ

る介護等

の知識・

経験等 

看護学校卒業者, 介護

士 等 
 

団体監理型技能実習の場

合, 同等業務従事経験を

問う場合あり 

入国前の試験等で受

け入れ業種で適切に

4 働くために必要な

水準を確認 

介護福祉

士の国家

試験の受

験義務 

国家試験の受験が必須 
国家試験の受験

が必須 
なし なし 

求められ

る日本語

能力（日

本語能力

試験） 

インドネシア・フィリ

ピン： N5 程度以上 

ベトナム：Ｎ3 以上 

N2 以上、また

は N2 相当以上 

入国時：N3 程度が望ま

しい、N4 程度は要件 

2 号移行時：N3 程度が

要件 

入国前：ある程度日

常会話ができ、生活

に支障がない程度。

介護現場で働く上で

必要な日本語能力。 

勤務でき

るサービ

スの種類 

介護保険３施設、認知

症グループホーム、特

定施設、通所介護、通所

リハ、認知症デイ、ショ

ートステイ 

制限なし 訪問系サービス以外 訪問系サービス以外 
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6-6．非正規滞在外国人について理解しましょう 52)53) 

非正規滞在外国人とは在留資格のないまま日本に暮らす外国人を意味し、警察や入国管理局など

に通報をせねばならない人を意味するものではないことを理解しましょう（ヒント 2「入管法上の

通報義務について」を参照）。非正規滞在外国人の多くを占めるのは超過滞在者で、合法的に入国

したが許可された在留期間（上陸許可期間）を超えて滞在している外国人と、国内で出生後に在留

資格取得手続きを行うことなく滞在している外国人の二つに大別され、前者には後述の在留資格の

ない難民申請者も含まれます。退去強制手続きの過程において、法務大臣が特別に在留を許可すべ

き事情があると認めるときには、入管法に従い在留特別許可が出されることもありますが、友人宅

への同居、会社の寮への住み込みなど、不安定な居住を強いられている方もいます。対象者がどこ

にいても連絡方法が確保できるよう、心に留めておきましょう。 
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オス・カンボジア）からの難民大量流出をうけ、当時、難民条約未加入であったため政治的措置と

して一時滞在を認め、その後閣議了解により受け入れました。その後、1981 年に難民条約に加入

しました。インドシナ難民の受け入れ事業は，2005 年度で終了し、受け入れたインドシナ難民の

数は 11,319 人にのぼりました。条約難民は 1982 年に難民認定制度が導入されてから 2018

年末までの間に 750 人が受け入れられていますが、実際には日本における難民認定は極めて厳し

く、申請を行ってから結果がでるまでには平均 3 年、長い場合で 10 年近くかかるといわれます。

近年の難民認定申請者の数は 2017 年の申請者が 19,629 人と最多でしたが、新型コロナウイル

ス感染症の流行に伴う入国制限の影響で、2021 年は 2,413 人まで減少しました。2021 年の申

請者の国籍は 50 ヶ国で、ミャンマー、トルコ、カンボジアの上位 3 か国で 65%を占めています。 
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さらに 2010 年からは、第三国定住の枠組みによって難民を受け入れています。第三国定住と
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2010 年以降増加したとされる就労目的の難民認定制度の乱用・誤用防止を目的に、難民認定申請

者に就労や在留の制限を加えることとし、2018 年 1 月以降は運用が以下のように変わりました。 

まず、法務省は難民申請を受理すると、２か月の「特定活動」の在留資格を付与します。２か月

の間に難民認定申請者を A～D の案件分類に振り分け、分類ごとに２か月後の在留資格が決まりま

す。表 12 に各案件の在留資格付与の目安を記載します。いずれの場合も、申請者は自分がどの案

件かを知ることはできません。 

表 12. 難民認定申請者の区分と在留資格の付与 

案件分類 在留資格の付与 

A 難民条約上の難民である可能性が高いも

の、または本国が内戦状況であることによ

り人道上の配慮を要するもの 

在留資格のある申請者は速やかに「特定活動

６か月、就労可」が付与される。 

B 明らかに難民条約上の迫害事由に該当しな

い事情を主張しているもの 

すべての申請者が在留制限となる（在留資格

も就労許可も付与されない）。 

C 再申請者で正当な理由なく前回と同様の主

張を繰り返すもの 

D 上記以外 

D1：本来の在留活動（例えば技能実習生と

しての就労や留学）を行わなくなった後に

難民申請をしたもの、または、出国準備の

期間を付与された後に難民申請をしたもの 

D2：D1 以外 

D1: 「特定活動 3 か月、就労不可」となり、

難民申請手続き中はこれを更新していく（特

定活動 3 か月を繰り返す）。 

D2:「特定活動 3 か月、就労不可」を２回更

新すると「特定活動６カ月、就労可」が付与さ

れ、住民登録と国民健康保険への加入資格を

得る。 

 

上記の A 案件、D2 案件のように、難民認定申請から８か月を経過すると就労が許可される場合

もあります。一方、在留資格がない場合は、仮放免あるいは仮滞在となります。仮滞在は、就労は

認められないが住民票は作成され国民健康保険への加入資格を得ます。仮放免は、就労できず国民

健康保険にも入れないため、経済的、身体的に非常に困難な状況の中で難民認定の結果を待ち続け

なくてはなりません。 
 

6-8．仮放免となった場合の対応について知っておきましょう 57)) 

仮放免とは、入管法違反により収容されていた外国人（被収容者）について，請求により又は職

権で一時的に収容を停止し，身柄の拘束を仮に解く措置のことです。日本の入管制度は、違反者に
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対し「全件収容主義」を採っていますが、被収容者の健康上の理由、帰国準備等のために身柄の拘

束をいったん解く必要が生じる場合などの対応のために、設けられた制度です。 

被収容者が病気や負傷した場合は、適切な措置を講じなければならないとされており、入国管理

局がその治療の費用を拠出しますが、被仮放免者の医療には必要な手立てが講じられていません。

また仮放免された外国人には、就労が認められない、定期的な出頭義務がある、他県へ行く場合に

入管の許可を得る必要がある、等の行動制限があります。仮放免となっている場合、出頭時にその

まま収容されることも珍しくなく、連絡が途絶えて治療の中断にもつながりうるため、そのような

場合の連絡方法の確保など、日ごろからよく打ち合わせておくことが大切です。 

 

7．移動（異動）予定 

7-1．一時帰国の予定がないか確認しましょう 39),61)62) 

多くの国では、年に 1 回ほど国を挙げてのお祭りや祭日があります。春節と呼ばれる 2 月の旧

暦の正月は、中国や韓国をはじめとして東アジア・東南アジアの国や地域で祝います。フィリピン

などキリスト教信者の多い国では、クリスマスのある 12 月には長い休暇を取る習慣があります。

家族や親族が一堂に会する機会であるため、日本で働く外国人はこれらの時期に合わせて長期休暇

を取ることが多いです。 

一般的に、日本人の休暇の取り方は他国に比べて短いため、対象者にとっては日本の夏休みや年

末年始の休暇では十分ではないと感じる場合があるようです。こちらの考える一時帰国のイメージ

と合わない場合もありますので、例えば結核の治療を延長する場合の申請などは、期間に余裕を持

って進めたほうがよいでしょう。 

 

7-2．国内・国外の移動（異動）予定を把握して確実な引継ぎを行いましょう 

国内の移動では、在留資格が企業内転勤の場合、国内の他の事業所への異動となる場合がありま

す。または、在留資格に関わらず、対象者がより住みやすい環境を求めて引っ越すこともあります。

例えば、許可された在留資格に応じた活動以外に，資格外活動としてアルバイトなどに従事する場

合があります。国外への移動は、従来は多くが帰国でしたが、近年は再入国可能な永住・定住など

の在留資格を持つ人も増えており、必ずしも帰国とは限りません。対象者のこのような移動（異動）

予定をできるだけ事前に把握し、先方に確実な引継ぎを行うよう心がけましょう。 

 

〔文：村上邦仁子〕 
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対し「全件収容主義」を採っていますが、被収容者の健康上の理由、帰国準備等のために身柄の拘

束をいったん解く必要が生じる場合などの対応のために、設けられた制度です。 

被収容者が病気や負傷した場合は、適切な措置を講じなければならないとされており、入国管理

局がその治療の費用を拠出しますが、被仮放免者の医療には必要な手立てが講じられていません。

また仮放免された外国人には、就労が認められない、定期的な出頭義務がある、他県へ行く場合に

入管の許可を得る必要がある、等の行動制限があります。仮放免となっている場合、出頭時にその

まま収容されることも珍しくなく、連絡が途絶えて治療の中断にもつながりうるため、そのような

場合の連絡方法の確保など、日ごろからよく打ち合わせておくことが大切です。 

 

7．移動（異動）予定 

7-1．一時帰国の予定がないか確認しましょう 39),61)62) 

多くの国では、年に 1 回ほど国を挙げてのお祭りや祭日があります。春節と呼ばれる 2 月の旧

暦の正月は、中国や韓国をはじめとして東アジア・東南アジアの国や地域で祝います。フィリピン

などキリスト教信者の多い国では、クリスマスのある 12 月には長い休暇を取る習慣があります。

家族や親族が一堂に会する機会であるため、日本で働く外国人はこれらの時期に合わせて長期休暇

を取ることが多いです。 

一般的に、日本人の休暇の取り方は他国に比べて短いため、対象者にとっては日本の夏休みや年

末年始の休暇では十分ではないと感じる場合があるようです。こちらの考える一時帰国のイメージ

と合わない場合もありますので、例えば結核の治療を延長する場合の申請などは、期間に余裕を持

って進めたほうがよいでしょう。 

 

7-2．国内・国外の移動（異動）予定を把握して確実な引継ぎを行いましょう 

国内の移動では、在留資格が企業内転勤の場合、国内の他の事業所への異動となる場合がありま

す。または、在留資格に関わらず、対象者がより住みやすい環境を求めて引っ越すこともあります。

例えば、許可された在留資格に応じた活動以外に，資格外活動としてアルバイトなどに従事する場

合があります。国外への移動は、従来は多くが帰国でしたが、近年は再入国可能な永住・定住など

の在留資格を持つ人も増えており、必ずしも帰国とは限りません。対象者のこのような移動（異動）

予定をできるだけ事前に把握し、先方に確実な引継ぎを行うよう心がけましょう。 

 

〔文：村上邦仁子〕 
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◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 

03
 入

院
勧

告
書

(第
19

条
) 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

04
 入

院
勧

告
書

(第
20

条
) 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

05
 入

院
延

長
に

つ
い

て
(通

知
) 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

06
 結

核
と

診
断

さ
れ

た
ら

(第
37

条
) 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

07
 入

院
勧

告
に

基
づ

く
入

院
治

療
の

医
療

費
公

費
負

担
制

度
(第

37
条

) 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 

08
 結

核
と

診
断

さ
れ

た
ら

(第
37

条
の

2)
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

09
 一

般
の

結
核

医
療

に
対

す
る

公
費

負
担

制
度

(第
37

条
の

2)
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

10
 入

院
費

負
担

義
務

者
に

つ
い

て
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

11
 接

触
者

健
診

勧
告

書
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

精
神

保
健

 
日 本 語  

ベ ト ナ ム 語  

イ ン ド ネ シ ア 語  

ネ パ ー ル 語  

ヒ ン デ ィ ー 語  
韓 国 語  

中 国 語  

ミ ャ ン マ ー 語  

タ イ 語  

タ ガ ロ グ 語  

ロ シ ア 語  

ウ ク ラ イ ナ 語  

07
. 
措

置
入

院
決

定
の

お
知

ら
せ

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
 

 
 

 
 

 
◎

 
◎

 

10
. 
隔

離
を

行
う

に
あ

た
っ

て
の

お
知

ら
せ

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
 

 
 

 
 

 
◎

 
◎

 

11
. 
身

体
的

拘
束

を
行

う
に

あ
た

っ
て

の
お

知
ら

せ
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

 
 

 
 

 
 

◎
 

◎
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新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

 
日 本 語  

英 語  

ベ ト ナ ム 語  

イ ン ド ネ シ ア 語  

ネ パ ー ル 語  

中 国 語  

タ ガ ロ グ 語  

ポ ル ト ガ ル 語  

フ ラ ン ス 語  

モ ン ゴ ル 語  

タ イ 語  

ミ ャ ン マ ー 語  

ス ペ イ ン 語  

ロ シ ア 語  

ウ ク ラ イ ナ 語  

01
 ８

つ
の

ポ
イ

ン
ト

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 

02
 就

業
制

限
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

03
 入

院
勧

告
書

(第
19

条
1)

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 

04
 入

院
勧

告
書

(第
20

条
2)

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 

05
 入

院
延

長
勧

告
(第

20
条

4)
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

06
 積

極
的

疫
学

調
査

文
例

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 

07
 患

者
・

疑
似

症
患

者
臨

床
情

報
調

査
票

（
接

触
的

疫
学

調
査

票
）

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 

08
 行

動
（

感
染

源
）

調
査

票
（

接
触

的
疫

学
調

査
票

）
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

09
 行

動
（

接
触

者
探

索
）

調
査

票
（

接
触

的
疫

学
調

査
票

）
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

10
 接

触
者

リ
ス

ト
（

接
触

的
疫

学
調

査
票

）
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

11
 接

触
者

健
康

観
察

票
（

接
触

的
疫

学
調

査
票

）
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

12
 感

染
し

た
方

へ
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

13
 家

庭
内

で
の

８
つ

の
ポ

イ
ン

ト
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

14
 濃

厚
接

触
者

の
方

へ
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

15
 自

宅
療

養
チ

ラ
シ

 v
ol

.1
 

◎
 

◎
 

 
 

 
 

◎
 

◎
 

 
 

 
 

◎
 

 
 

15
 自

宅
療

養
チ

ラ
シ

 v
ol

.2
 

◎
 

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
 

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 

 
全

国
保

健
所

長
会

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

に
て

公
開

中
（

ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

可
）

 
ht

tp
://

w
w

w.
ph

cd
.jp

/0
2/

t_
ga

ik
ok

u/
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新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

 
日 本 語  

英 語  

ベ ト ナ ム 語  

イ ン ド ネ シ ア 語  

ネ パ ー ル 語  

中 国 語  

タ ガ ロ グ 語  

ポ ル ト ガ ル 語  

フ ラ ン ス 語  

モ ン ゴ ル 語  

タ イ 語  

ミ ャ ン マ ー 語  

ス ペ イ ン 語  

ロ シ ア 語  

ウ ク ラ イ ナ 語  

01
 ８

つ
の

ポ
イ

ン
ト

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 

02
 就

業
制

限
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

03
 入

院
勧

告
書

(第
19

条
1)

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 

04
 入

院
勧

告
書

(第
20

条
2)

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 

05
 入

院
延

長
勧

告
(第

20
条

4)
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

06
 積

極
的

疫
学

調
査

文
例

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 

07
 患

者
・

疑
似

症
患

者
臨

床
情

報
調

査
票

（
接

触
的

疫
学

調
査

票
）

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 

08
 行

動
（

感
染

源
）

調
査

票
（

接
触

的
疫

学
調

査
票

）
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

09
 行

動
（

接
触

者
探

索
）

調
査

票
（

接
触

的
疫

学
調

査
票

）
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

10
 接

触
者

リ
ス

ト
（

接
触

的
疫

学
調

査
票

）
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

11
 接

触
者

健
康

観
察

票
（

接
触

的
疫

学
調

査
票

）
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

12
 感

染
し

た
方

へ
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

13
 家

庭
内

で
の

８
つ

の
ポ

イ
ン

ト
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

14
 濃

厚
接

触
者

の
方

へ
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

15
 自

宅
療

養
チ

ラ
シ

 v
ol

.1
 

◎
 

◎
 

 
 

 
 

◎
 

◎
 

 
 

 
 

◎
 

 
 

15
 自

宅
療

養
チ

ラ
シ

 v
ol

.2
 

◎
 

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
 

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 
◎

 

 
全

国
保

健
所

長
会

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

に
て

公
開

中
（

ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

可
）

 
ht

tp
://

w
w

w.
ph

cd
.jp

/0
2/

t_
ga

ik
ok

u/
 

 P-
24

-4
8 )

CO
I

Ti
ps

Ti
ps

HP
ht
tp
://

w
w
w.
ph

cd
.jp

/0
2/
t_
ga

iko
ku

/p
df
/t
m
p0

1.
pd

f?
20

22
04
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グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
へ
の
貢
献

（
公
財
）
結
核
予
防
会
ネ
パ
ー
ル
事
務
所

都
市
結
核
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
担
当

下
内

昭

グ
ロ
ー
バ
ル
ヘ
ル
ス
の
最
終
目
標

•途
上
国
の
健
康
状
況
を
改
善
し
、
死
亡
率
を
下
げ
、
多
く
の
子
供
を
産
ま
な
く

て
よ
い
と
人
々
が
感
じ
る
よ
う
に
な
り
、
家
族
計
画
を
成
功
さ
せ
、
地
球
上
の

人
口
爆
発
を
防
ぐ
こ
と
で
あ
る
。

•い
か
に
、
近
代
化
が
進
ん
で
も
、
人
口
爆
発
を
止
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
地
球
の

資
源
が
枯
渇
し
、
地
球
の
生
物
全
体
が
滅
亡
に
向
か
う
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

•従
っ
て
、
先
進
国
は
、
自
国
民
の
健
康
だ
け
に
力
を
注
ぐ
の
で
は
な
く
、
途
上

国
の
人
々
の
健
康
改
善
の
支
援
に
、
も
っ
と
重
点
を
移
す
べ
き
で
あ
る
。

•少
な
く
と
も
、
あ
る
一
定
の
割
合
の
人
々
が
常
に
、
継
続
し
て
関
わ
る
べ
き
で

あ
る
。

略
歴

年
京
都
府
立
医
科
大
学
卒
業

大
阪
鉄
道
病
院
研
修
医
、
結
核
病
棟
あ
り
、

年
間
治
療

年
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
地
域
保
健
課
、
保
健
情
報
課

年
ロ
ン
ド
ン
公
衆
衛
生
熱
帯
医
学
校
（

年
環
境
庁
特
殊
疾
病
対
策
室
（
水
俣
病
担
当
）

年
西
太
平
洋
地
域
事
務
局
小
児
肺
炎
担
当
医
官

歳
未
満
児
：
呼
吸
数
を
数
え
、

京
都
府
立
医
科
大
学
公
衆
衛
生
学
教
室
専
任
講
師

京
都
府
園
部
保
健
所
長

検
診
フ
ィ
ル
ム
を
見
直
し
、
異
常
陰
影
が
あ
る
者
か
ら
の
発
病
率
が
高
い

（
公
財
）
結
核
予
防
会
結
核
研
究
所
国
際
協
力
部

大
阪
市
保
健
所
感
染
症
対
策
監

（
公
財
）
結
核
予
防
会
結
核
研
究
所
副
所
長

大
阪
市
西
成
区
結
核
対
策
特
別
顧
問
ホ
ー
ム
レ
ス
、
生
活
保
護
受
給
者
の
結
核
検
診
）

公
財
）
結
核
予
防
会
ネ
パ
ー
ル
事
務
所

高
齢
者
施
設
、
僧
院
の
定
期
健
診
、
胸
部

線
に
よ
る
接
触
者
検
診

人
口
構
造
の
変
化

•感
染
症
に
よ
る
死
亡
の
減
少
、
母
子
保
健
の
改
善
に
よ
り
、
乳
児
死
亡
率

の
減
少
、
若
年
者
の
死
亡
率
の
減
少
に
よ
り
、
家
族
計
画
実
施
率
が
高
ま

り
、
結
果
と
し
て
、
出
生
率
が
下
が
る
。
さ
ら
に
産
業
構
造
の
変
化
、
農

業
か
ら
工
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
へ
の
転
換
に
よ
り
、
子
供
に
対
す
る
教
育
費

が
増
加
し
、
必
要
な
労
働
力
か
ら
、
教
育
費
支
出
の
た
め
の
負
担
に
変
わ

り
、
出
生
数
を
抑
え
る
方
向
に
働
く
。
東
南
ア
ジ
ア
で
は
、
タ
イ
が
い
ち

早
く
、
多
産
多
死
か
ら
少
産
少
死
へ
と
移
行
し
た
が
、
そ
の
際
に
も
デ
ポ

プ
ロ
ベ
ラ
と
い
う
避
妊
の
た
め
の
ホ
ル
モ
ン
剤
が
月

回
の
筋
注
で
促
進

さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
。
そ
の
点
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
強

く
、
避
妊
に
対
し
て
消
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
人
口
増
加
が
著
し
い
こ

と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

− 60 − − 61 −

矢野班／本文.indd   60 2023/03/27   16:51



日
本
国
憲
法
前
文

日
本
国
民
は
、
恒
久
の
平
和
を
念
願
し
、
人
間
相
互
の
関
係
を
支

配
す
る
崇
高
な
理
想
を
深
く
自
覚
す
る
の
で
あ
つ
て
、
平
和
を
愛

す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に
信
頼
し
て
、
わ
れ
ら
の
安
全
と
生

存
を
保
持
し
よ
う
と
決
意
し
た
。
わ
れ
ら
は
、
平
和
を
維
持
し
、

専
制
と
隷
従
、
圧
迫
と
偏
狭
を
地
上
か
ら
永
遠
に
除
去
し
よ
う
と

努
め
て
ゐ
る
国
際
社
会
に
お
い
て
、
名
誉
あ
る
地
位
を
占
め
た
い

と
思
ふ
。
わ
れ
ら
は
、
全
世
界
の
国
民
が
、
ひ
と
し
く
恐
怖
と
欠

乏
か
ら
免
か
れ
、
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と

を
確
認
す
る
。

•外
務
省
の
方
針
と
し
て
、
世
界
に
貢
献
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

•世
界
の
援
助
国
が

年
に
ア
メ
リ
カ
で
起
き
た
同
時
多
発
テ
ロ
以
降
、

「
貧
困
が
テ
ロ
の
温
床
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
考
え
か
ら
欧
米
諸
国
が

額
を
増
や
し
て
い
る
こ
と
は
、
前
項
で
す
で
に
説
明
し
た
と
お
り
で

す
が
、
さ
ら
に
、
同
じ
額
の

で
よ
り
高
い
効
果
を
目
指
そ
う
と
い
う

取
り
組
み
も
進
め
ら
れ
て
い
る
。

•中
村
哲
先
生
が
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
医
療
支
援
か
ら
、
灌
漑
に
よ
る
農
業

振
興
に
よ
り
、
麻
薬
生
産
依
存
か
ら
脱
却
し
、
テ
ロ
の
根
源
と
な
っ
て
い

る
貧
困
か
ら
脱
出
す
る
よ
う
努
力
し
た
こ
と
は
、
皆
が
認
め
て
い
る
。

：
額
よ
り
内
容

日
本
の
公
衆
衛
生
医
が
で
き
る
こ
と

公
衆
衛
生
で
い
つ
も
言
わ
れ
る
の
は
、
事
業
を
な
す
に
は
、

ヒ
ト
、
モ
ノ
、
カ
ネ

人
材
、
知
識
・
技
術
、
予
算

が
必
要
。

保
健
所
ス
タ
ッ
フ
、
結
核
対
策

、
グ
ロ
ー
バ
ル
フ
ァ
ン
ド

貧
し
い
途
上
国
で
も
貢
献
で
き
る
課
題
と
は

母
子
保
健
、
災
害
対
策
、
感
染
症
対
策
も
あ
る
で
し
ょ
う
が

結
核
対
策
に
は
知
識
・
技
術
、
途
上
国
へ
の
特
別
予
算
が
あ
る
。
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グ
ロ
ー
バ
ル
フ
ァ
ン
ド

•
三
大
感
染
症
と
い
わ
れ
る
エ
イ
ズ
、
結
核
、
マ
ラ
リ
ア
は
、
世
界
で
年
間

万
人
以
上
も
の
命
を
奪
い
、
貧
し
い
国
の
発
展
を
妨
げ
る
重
大
な
要
因
と
な
っ
て
い

る
。

•
低
・
中
所
得
国
で
の
三
大
感
染
症
対
策
に
資
金
を
提
供
す
る
機
関
と
し
て
、

年
１
月
に
ス
イ
ス
に
設
立
。

を
は
じ
め
と
す
る
各
国
の
政
府
や
民
間
財

団
、
企
業
な
ど
、
国
際
社
会
か
ら
大
規
模
な
資
金
を
調
達
し
。

•
低
・
中
所
得
国
が
自
ら
行
う
三
大
感
染
症
の
予
防
、
治
療
、
感
染
者
支
援
、
保
健

シ
ス
テ
ム
強
化
に
資
金
を
提
供
。

•
以
上
の
国
・
地
域
に
年
間

億
ド
ル

•
年
の

九
州
・
沖
縄
サ
ミ
ッ
ト
で
、
議
長
国
日
本
が
感
染
症
対
策
を
主
要

課
題
と
し
て
取
り
上
げ
、
追
加
的
資
金
調
達
と
国
際
的
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の

必
要
性
に
つ
い
て

諸
国
が
確
認
し
た
こ
と
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
フ
ァ
ン
ド
設
立

の
発
端
と
な
り
ま
し
た
。
日
本
は
グ
ロ
ー
バ
ル
フ
ァ
ン
ド
の
「
生
み
の
親
」

治
療
に
つ
い
て

•米
国
の
結
核
罹
患
率
は
世
界
で
最
も
低
い
。

•人
口

万
対

•移
民
も
多
い
が
、

を
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
協
力

に
実
施
し
た
。

•
治
療
に
昔
か
ら
力
を
入
れ
て
い
る
。

•日
本
の
学
生
が
、
米
国
留
学
時
に
ツ
反
を
し
、

予
防
内
服
を
勧
め
ら

れ
、
日
本
で
は

を
し
て
い
る
た
め
だ
と
説
明
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い

る
。
米
国
で
は
、
既
感
染
者
で
も
、

治
療
を
す
る
。

•サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
、
高
齢
者
に

を
行
い
、
予

防
内
服
を
し
、
（
発
表
さ
れ
て
い
な
い
が
）
そ
の
対
象
者
は
結
核
患
者
の

倍
を
超
え
る
計
算
に
な
っ
た
。

日
本
の

治
療
対
象
者
数

結
核
患
者
数

大
阪
市
西
成
区
あ
い
り
ん
地
域
に
お
け
る

年
間

の
経
験
よ
り

潜
在
性
結
核
感
染
症

治
療
の
推
進

①
高
齢
接
触
者
に
対
す
る
積
極
的

治
療

シ
ェ
ル
タ
ー
や
簡
易
宿
所
で
塗
抹
陽
性
患
者
が
発
見
さ
れ
た
場
合
。

ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
し
て
も
療
養
支
援
事
業
を
利
用
し
て
、
積
極
的
に
実
施
。

②
未
治
療
陳
旧
性
結
核
患
者
へ
の

治
療

健
診
で
発
見
し
た
未
治
療
陳
旧
性
結
核
患
者
に
対
す
る

治
療
を
行

う
。

③
リ
フ
ァ
ン
ピ
シ
ン
単
剤
治
療
の
推
進

あ
い
り
ん
地
域
で

が
可
能
で
あ
れ
ば
、
実
施
す
る
。
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〇
塗
抹
陽
性
患
者
発
生
ア
パ
ー
ト
へ
の
接
触
者
健
診

以
前
は
、
簡
易
宿
泊
所
は
個
室
で
あ
る
か
ら
、
塗
抹
陽
性
患
者
が
発
見
さ
れ
て
も
接
触
者
検
診
は
実
施
し
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
同
じ
簡
易
宿
泊
所
で

一
致
例
が
出
た
た
め
、
同
じ
階
の
住
人
に
対
し
て
は
、
実
施
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

15
対
策
開
始
当
初
に
比
べ
、
最
高

倍
以
上
に
増
え
た
。

建
物
概
要

●
階
建

●
面
積

㎡
（
延
床
面
積

㎡
）

●
段
ベ
ッ
ド

台
（
定
員

名
）

シ
ェ
ル
タ
ー
利
用
者
に
対
す
る
接
触
者
健
診
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年
に
特
区
事
業
開
始
後
、
年
目
以
降
に
よ
う
や
く
効
果
が
現
れ
る
。

あ
い
り
ん
地
域
で
の

治
療

肝
障
害
あ
り

肝
障
害
な
し

年
齢

歳
以
下

歳
以
上

社
会
的
状
況

ホ
ー
ム
レ
ス

そ
の
他

胸
部

線
陳
旧
性
変
化

異
常
な
し

飲
酒

あ
り

な
し

喫
煙

あ
り

な
し

肝
障
害
あ
り

肝
障
害
な
し

に
よ
る

治
療
で
の
肝
障
害
発
生
率

（
年
）

い
ず
れ
の
要
因
で
も
有
意
差
な
し

・
に
よ
る

治
療
で
の
肝

障
害
発
生
率
（

年
）
有
意

差
あ
り

あ
い
り
ん
地
域
で
の

年
の

治
療
で
は
、

で
は
肝
障
害
に
よ
る
中
断
例
が
み
ら
れ

た
が

で
は
肝
障
害
な
く
治
療
完
了
し
た
。

肝
機
能
障
害
：

い
ず
れ
か
が

を
超
え
る
と
き

こ
の
結
果
に
よ
り
、

年
月
か
ら
、
あ
い
り
ん
地
域
で
は
、

治
療
を

単
剤
治
療

か
月
で
開
始
し
、
毎
日
服
薬
確
認
に
よ
る

支
援
に
よ
り
、

あ
い
り
ん
地
域
で
対
象

歳
の
年

齢
層
に

治
療
開
始

名
を
開
始
し
た
。

：
名
、

名
、

か
ら

名
、

か
ら

名
、

名
即
ち
、

あ
る
い
は

の
新
し
い
レ
ジ
メ
ン
で
の
治
療
実
施
者
が

治
療
成
績
は
中
断

名
、
治
療
中

名
、
治
療
完
了
者

名
こ
の
よ
う
に
、
治
療
完
了
率
は

と
非
常
に
高
い
。

従
っ
て
、
新
し
い
レ
ジ
メ
ン

の
利
点
が
明
ら
か
で
あ
る
。

露
口
班
発
表
資
料
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結
核
医
療
の
基
準
の
改
訂

年
月

日
潜
在
性
結
核
感
染
症
の
化
学
療
法

原
則
と
し
て
、
次
の

又
は

に
掲
げ
る
通
り
と
す
る
。

た
だ
し
、

が
使
用
で
き
な
い
場
合
又
は

の
副
作
用
が
予
想
さ
れ
る
場

合
に
は
、

単
独
療
法
を

月
行
う
。

の
単
独
療
法
を

月
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
更
に

月
行
う
。

及
び

の
剤
併
用
療
法
を

月
な
い
し

月
間
行
う
。

因
み
に
現
在
、
ネ
パ
ー
ル
な
ど
の
途
上
国
で
は
、

の
推
奨
で
、
接
触
者
検

診
と
し
て
、

陽
性
患
者
家
族
の

歳
未
満
だ
け
に

治
療
を

で
実
施
し
て
い
る
。

カ
ト
マ
ン
ズ
市
に
お
け
る
積
極
的
結
核
患
者
発
見

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

現
在
の
私
の
仕
事

カ
ト
マ
ン
ズ
の
結
核
の
状
況

⚫
ネ
パ
ー
ル
の
推
計
結
核
罹
患
率
は
人
口
10
万
対

22
9、
日
本
の
20
倍
で
、
か
つ
患
者
の
60

%
は
診

断
治
療
を
受
け
て
い
な
い
。

⚫
ネ
パ
ー
ル
の
患
者
登
録
率
:人
口
10
万
対
10

9に
対

し
、
カ
ト
マ
ン
ズ
郡
の
登
録
率
は
13

6と
高
い

（
20

19
年
）

⚫
カ
ト
マ
ン
ズ
郡
は
国
全
体
の
結
核
患
者
の

10
%
(2
77

2/
27

74
5)
を
占
め
、
人
口
割
合

（
6.
6%
）
以
上
に
結
核
患
者
が
多
い
（
第
3州

Ba
gm

at
iに
お
け
る
郡
の
中
で
も
上
位
）

⚫
カ
ト
マ
ン
ズ
市
治
療
成
功
率
（
20

19
/2
02

0年
）

79
%
は
、
全
国
の
91

%
よ
り
低
い
。

（
20

18
/2
01

9)
⚫

ス
ラ
ム
や
工
場
労
働
者
の
多
い
地
域
を
カ
バ
ー
す

る
施
設
を
重
点
対
象
と
す
る

（
カ
ト
マ

ン
ズ
市
に
て
結
核
サ
ー
ビ
ス
提
供

は
箇

所
）
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事
業
内
容

【
事
業
期
間
】
３
年
（

年
～

年
）

【
上
位
目
標
】

カ
ト
マ
ン
ズ
市
に
お
け
る
結
核
対
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
強
化
さ
れ
結
核
患
者
の
早
期
発
見

及
び
適
切
な
治
療
が
実
施
さ
れ
る

【
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
目
標
】

カ
ト
マ
ン
ズ
市
に
お
け
る
結
核
対
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
強
化
さ
れ
る

具
体
的
に
は
、
結
核
診
断
に
お
け
る
新
し
い
技
術
の
導
入
と
医
療
従
事
者
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
連
携
強
化

等
に
よ
り
結
核
患
者
の
早
期
発
見
・
早
期
治
療
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
で
、
結
核
感
染
拡
大
が
防
止
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
研
修
と
実
践
を
通
じ
て
医
療
従
事
者
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
知
識
や
技
術
が
向
上
し
、
持
続
的
成

長
に
貢
献
す
る

カ
ト
マ
ン
ズ
市
に
お
け
る
結
核
患
者
発
見
数
は

の
影
響
で
、
一
旦
、
減
少
し
た
が
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
開
始
前
に
回
復
し
、
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト

年
次
は
続
け
て
増
加
し
た
。

【
成
果
】

１
．
結
核
の
患
者
発
見
が
強
化
さ
れ
る

２
．
患
者
中
心
の
治
療
サ
ー
ビ
ス
が
強
化
さ
れ
る

３
．
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
監
督
指
導
が
行
わ
れ
る

事
業
内
容
（
１
）
患
者
発
見
強
化

感
度
の
高
い
検
査
機
器
の
導
入
（
デ
ジ
タ
ル

線
、

）

医
療
従
事
者
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
へ
の
接
触
者
検
診
に
関
す
る
研
修
や
月
例
会

出
張
検
診
の
実
施
：
患
者
接
触
者
、

地
区
の
僧
院
の
僧
侶
、
ス
ラ
ム
地
区
住
民
、

高
齢
者
施
設
入
所
者
、
そ
し
て
一
般
地
区
住
民
の
う
ち
、

歳
以
上
の
者
で
あ
り
、
症

状
の
有
無
を
問
わ
な
い
。

年
間
の
検
診
受
診
者
を

年
目
の

人
か
ら

人
を
目
指
す
。

喀
痰
運
搬
・
検
査
連
携
の
構
築

啓
発
活
動
の
実
施

⇒
従
来
の
医
療
施
設
受
診
患
者
に
加
え
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
の
出
張
検
診
を
実
施
す
る
こ
と

で
、
よ
り
多
く
の
結
核
患
者
を
見
つ
け
、
治
療
す
る
。

連
携
す
る
関
係
機
関
・
団
体

カ
ト
マ
ン
ズ
市
公
衆
衛
生
局

（

カ
ト
マ
ン
ズ
郡
保
健
局

（
）

保
健
省
国
家
結
核
対
策
セ
ン
タ
ー
（

）

連
携
・
協
力

連
携
・
協
力

連
携
・
協
力

連
携
・
協
力
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出
張
検
診
の
実
際
の
場
面

撮
影
し
た
画
像
が
即
座
に

に
送
ら
れ
、

そ
の
場
で
、
参
加
者
に
説
明
が
で
き
る
。

に
よ
り
、
病
巣
の
箇
所
が
色
で
示

さ
れ
、
患
者
に
分
か
り
や
す
い
。

検
診
受
診
者

結
核
患
者

発
見
率

検
診
受
診
者結

核
患
者

発
見
率

年
齢
群

人
数

人
数

職
業

人
数

人
数

患
者
家
族
接
触
者

退
職
者

無
職

自
営
業

学
生

日
雇
い
労
働
者

工
場
労
働
者

事
務
職
員

計
そ
の
他

計

カ
ト
マ
ン
ズ
に
お
け
る
結
核
検
診
結
果
(20

22
.7-
11
)

接
触
者
検
診
の
実
例

「
結
核
に
家
族
で
戦
う
」

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
し
て
、
健
康
教
育
に
使
う
予
定

母
親
は
結
核
治
療
中
だ
が
、

感
染
源
で
あ
っ
た
父
親
は

治
療
を
中
断
し
、
そ
の
後
、

結
核
検
診
を
受
け
に
来
て
、

再
発
し
て
い
る
こ
と
が
判

明
。

す
ぐ
に
、
治
療
を
再
開
。

家
族
全
員
に

線
検
査
を
し

た
と
こ
ろ
、

歳
の
女
の
子

の
発
病
が
判
明
し
、
す
ぐ

に
治
療
を
開
始
し
た
。

胸
部

線
は
安
全
で
感
度
の

高
い
検
査
方
法
で
す
。

回
の
放
射
線
量
は
、
一
年
間

に
自
然
界
か
ら
受
け
る
総

放
射
線
量
の

に
し
か

過
ぎ
な
い
。

歳
の
子
供
も

放
射
線
パ
ネ
ル
の
前
に
立

て
る
。

歳
の
兄
も
検
査
。

家
族
に
検
査
結
果
を
説
明
中
。
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事
業
の
継
続
性

•
は
、
結
核
予
防
会

が
の
ネ
パ
ー
ル
で
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
終
了
す
る
際
に
、
続
け
て
、
結
核
対
策
を
支
援
す
る
た
め
に
、

設
立
し
た

で
、
予
防
会
か
ら
の
シ
ー
ル
募
金
、
現
在
は
外
務
省
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
支
援
だ
け
で
な
く
、
現
在
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
を

か
ら

資
金
を
得
て
活
動
し
て
い
る
。

•国
内
で
先
進
的
な
技
術
・
方
法
を
導
入
し
、
地
域
に
根
差
し
た
、
結
核
患
者
の
発

見
、
治
療
支
援
を
続
け
る
限
り
、
こ
れ
か
ら
も
長
く

の
資
金
を
受
け

続
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
期
待
で
き
る
。

•こ
の
秋
も
岸
田
首
相
が
米
国
で
同

会
議
で
の
拠
出
を
約
束
し
た
。
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現
在
の
減
少
率

既
存
の
技
術

と
新
し
い
技

術
の
最
大
限

の
利
用
と
、

社
会
医
療
の

拡
大

新
し
い
薬
剤
に
よ

る
短
期
療
法
、
新
し

い
ワ
ク
チ
ン
、
新
し

い
迅
速
診
断
法
の

導
入
な
ど
。

世
界
の
結
核
終
焉
戦
略

線 迅
速
細
菌
学

検
査

治
療
の

拡
大

感
受
性
菌
の

か
月
治
療

多
剤
耐
性
菌

結
核
の

か
月
治
療

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

ア
ン
ナ
プ
ル
ナ
連
峰

マ
ナ
ス
ル

ガ
ネ
ー
シ
ュ
ヒ
マ
ー
ル

：
額
よ
り
内
容

日
本
の
公
衆
衛
生
医
が
で
き
る
こ
と

公
衆
衛
生
で
い
つ
も
言
わ
れ
る
の
は
、
事
業
を
な
す
に
は
、

ヒ
ト
、
モ
ノ
、
カ
ネ

人
材
、
知
識
・
技
術
、
予
算

が
必
要
。

保
健
所
ス
タ
ッ
フ
、
結
核
対
策

、
グ
ロ
ー
バ
ル
フ
ァ
ン
ド

結
核
対
策
の
知
識
・
技
術
・
経
験

胸
部

線
検
査
に
よ
る
結
核
検
診

治
療
の
拡
大
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